
知 能 犯 罪 事 件 の 迅 速 か つ 適 正 な 報 告 及 び 処 理 に つ い て

平 成 22年 5月 20日

例 規 (捜 二 )第 23号

警 察 本 部 長

〔沿 革 〕  平 成 25年 3月 例 規 (警 )第 15号

各 部 長 ・ 参 事 官 。所 属 長

見 出 しの こ と につ い て は 、 下 記 の とお り制 定 し、 平 成 22年 6月 1日 か ら実 施 す る こ と と した の で 、

誤 りの な い よ う に さ れ た い 。

な お 、 知 能 犯 罪 事 件 の 迅 速 適 正 な 報 告 及 び 処 理 に つ い て (平 成 12年 例 規 (捜 二 )第 14号 )は 、 廃 止

す る 。

記

1 相 談 の 受 理

(1)知 能 犯 罪 に 関 す る相 談 を受 理 す る 場 合 は 、 相 談 者 か ら十 分 な 事 情 聴 取 を行 う と と も に 、 事 実

関 係 を疎 明 す る 関 係 証 拠 書 類 等 の 提 出 を求 め る もの とす る。

(2)知 能 犯 罪 に 関 す る相 談 を受 理 した 場 合 は 、 事 件 性 の 有 無 に か か わ らず 、 別 に定 め る と ころ に

よ り、 警 察 相 談 と して 受 理 す る も の とす る 。

(3)明 らか に事 件 性 が な い と判 断 さ れ る場 合 は 、 相 談 者 に対 し、 事 件 と して 取 り扱 え な い 旨 を説

明 す る と と も に 、 関 係 機 関 を紹 介 す る等 の 適 正 な 措 置 を講 ず る も の とす る。

2 事 件 の 受 理

(1)民 事 的 な 擬 律 判 断 を要 す る な ど複 雑 な 知 能 犯 罪 事 件 に つ い て は 、原 則 と して 署 の 刑 事 課 長 (刑

事 第 二 課 長 及 び 刑 事 生 活 安 全 課 長 を含 む 。 以 下 同 じ。 )が 受 理 す る も の とす る 。 た だ し、 刑 事

課 長 が 不 在 等 で 受 理 で き な い と き は 、 課 長 代 理 又 は 知 能 犯 罪 捜 査 を 担 当す る捜 査 幹 部 が 受 理 す

る もの とす る 。

(2)刑 事 課 長 は 、 民 事 事 件 が 複 雑 に絡 む 場 合 や 事 件 の 特 殊 性 が 認 め られ る 場 合 に は 、 そ の事 件 性

を 的 確 に 判 断 す る た め 、 被 害 者 等 か ら十 分 に事 情 聴 取 す る と と も に 、 関 係 証 拠 書 類 等 の 提 出 を

求 め る もの とす る 。

な お 、 擬 律 判 断 に つ い て 刑 事 部 捜 査 第 二 課 に指 導 を受 け る場 合 は 、 事 件 検 討 に必 要 な 関 係 書

類 の 内 容 や 被 害 者 等 か らの 事 情 聴 取 内 容 を あ らか じめ 報 告 す る も の とす る 。

3 事 件 の 受 理 報 告

(1)犯 罪 捜 査 に 関 す る規 程 (昭 和 40年 本 部 訓 令 第 10号 。 以 下 「規 程 」 と い う。 )第 H条 に定 め る

速 報 事 件 及 び 第 22条 に定 め る本 部 長 指 揮 事 件 に該 当す る知 能 犯 罪 事 件 を受 理 した と き は 、 速 や

か に知 能 犯 罪 事 件 受 理 一 覧 表 (別 記 様 式 )に 登 載 す る と と も に 、 署 長 は 、 事 件 処 理 票 (A)(規

程 別 記 様 式 第 1号 )、 被 害 届 (犯 罪 捜 査 規 範 別 記 様 式 第 6号 )、 発 生 報 告 書 及 び 事 件 チ ャー ト

図 の 各 写 し一 通 を 刑 事 部 捜 査 第 二 課 長 (以 下 「主 管 課 長 」 と い う。 )に 送 付 して 報 告 す る も の

とす る 。

(2)通 貨 偽 造 事 件 を受 理 した と き は 、 事 件 処 理 票 (A)、 被 害 届 及 び 発 生 報 告 書 の 各 写 し一 通 を主

管 課 長 に送 付 して 報 告 す る も の とす る 。

4 迅 速 適 正 な 処 理

(1)知 能 犯 罪 事 件 を 受 理 した 署 の 刑 事 課 長 は 、 事 件 の 擬 律 、 背 景 、 他 事 件 へ の 発 展 性 を総 合 的 に

検 討 した 上 で 、 具 体 的 捜 査 事 項 を抽 出 し、 効 率 的 な 捜 査 指 揮 を行 う も の とす る 。

(2)知 能 犯 罪 事 件 は 、 原 則 と して 、 受 理 後 6か 月 以 内 に捜 査 を終 結 して 送 致 す る よ う に努 め る も

の とす る 。 な お 、 特 別 な 事 由 に よ り当該 期 間 内 に 送 致 で き な い と き は 、 当 該 事 由及 び 署 の 処 理

方 針 を主 管 課 長 に連 絡 し、 協 議 す る もの とす る 。

5 検 挙 報 告

(1)知 能 犯 罪 被 疑 者 を検 挙 (任 意 も含 む 。)し た と き は 、刑 事 部 所 管 に係 る被 疑 者 (告 訴 。告 発 、

強 行 、 知 能 、 盗 犯 、 暴 力 、 国 際 )検 挙 報 告 書 (刑 事 部 所 管 に係 る 被 疑 者 検 挙 報 告 書 の 様 式 の 制

定 につ い て (平 成 13年 例 規 (刑 )第 33号 )別 記 様 式 )に よ り主 管 課 長 を経 由 して 報 告 す る も の

とす る 。



(2)署 長 は 、 毎 月 の検 挙 状 況 を 翌 月 の 3日 まで に 千 葉 県 警 察 情 報 管 理 シ ス テ ム の 統 計 即 時 処 理 業

務 に登 録 して 主 管 課 長 に報 告 す る も の とす る 。

以 下 別 記 等 省 略


